
平成 年分の所得税の修正申告書（別表）
住 所
又 は
事 業 所
事 務 所
居所など（ ）

フリガナ

氏 名

○ 修正前の課税額 （単位は円）

総
合
課
税
の
所
得
金
額

事

業

営 業 等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

雑

総合譲渡・一時

合 計
（○から○までの合計）１ ８

※

※

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寄 付 金 控 除

寡婦、寡夫控除

勤労学生、障害者控除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計
（○から○までの合計）12 26

税

金

の

計

算

課税さ

れる所

得金額

税 額

９○対応分

10○対 応 分

11○対 応 分

28○対 応 分

29○対 応 分

30○対 応 分

計（○＋○＋○）31 32 33

配 当 控 除

区
分

（ 特 定 増 改 築 等 ）
住宅借入金等特別控除

政党等寄付金特別控除

住宅耐震改修特別控除

電子証明書等特別控除

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
～○
19

20

○
～○
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

番 号 一 連
番 号

税

金

の

計

算

差 引 所 得 税 額
（○－○－○－○－○－○－○）40393837363534

災害減免額、外国税額控除

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額
（○ － ○ － ○ － ○）41 42 43 44

予 定 納 税 額
（第１期分･第２期分）

第３期分
の 税 額
（○ ○）45 46－

納める税金

還付される税金

41○
○
～○
42

43

44

45

46

47

48

○
○
○
○
○

○ 修正申告によって異動した事項
○ 所得金額に関する事項
所得の種類 種目・所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

円 円

異動の理由

○ 事業専従者に関する事項

氏 名
控
除
額
等

異動前

異動後

円

氏 名
控
除
額
等

異動前

異動後

円

○ 所得から差し引かれる金額に関する事項
所得控除の種類 所得控除額 異 動 の 理 由

円

○ 税金の計算に関する事項
税額控除等の種類 税額控除額等 異 動 の 理 由

円

○ 住民税・事業税に関する事項

住

民

税

事

業

税

配当に関する住民税の特例

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

円

非 課 税 所 得 な ど
番号 所得金額 円

円損益通算の特例適用
前 の 不 動 産 所 得
不動産所得から差し引い
た青色申告特別控除額

事業用資産の譲渡損失など

異動の理由

整

理

欄

申告
区分

申告等
年月日 年 月 日

所得
種類

特例適用
条 文 措法 条

の の 項 号

申告
期限 年 月 日

税 理 士
署 名 押 印
電 話 番 号 － －

印○（ ）
税理士法第30条の書面提出有 税理士法第33条の２の書面提出有

第
五
表

（

平
成
十
九
年
分
以
降
用）

○
第
五
表
は
、
申
告
書
Ｂ
の
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

印刷する場合の設定方法
○　Reader8、7又は6の場合　　「大きいページを縮小」を選択し、「ページの自動回転と中央配置」にチェックを入れます。○　Acrobat Reader5の場合　　「用紙サイズにあわせてページを縮小」と「自動回転と中央配置」にチェックを入れます。※　印刷時には、ブラウザの印刷機能ではなく、Acrobat Readerの印刷機能（様式のツールバー左上端）を使用し、A4サイズにて印刷してください。　　また、画面上では文字等が不鮮明でも、プリントアウトして使用する場合は問題ありません。



平成 年分 （別表）

住 所
又 は
事 業 所
事 務 所
居所など（ ）

フリガナ

氏 名

○ 修正前の課税額 （単位は円）

総
合
課
税
の
所
得
金
額

事

業

営 業 等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

雑

総合譲渡・一時

合 計
（○から○までの合計）１ ８

※

※

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寄 付 金 控 除

寡婦、寡夫控除

勤労学生、障害者控除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計
（○から○までの合計）12 26

税

金

の

計

算

課税さ

れる所

得金額

税 額

９○対応分

10○対 応 分

11○対 応 分

28○対 応 分

29○対 応 分

30○対 応 分

計（○＋○＋○）31 32 33

配 当 控 除

区
分

（ 特 定 増 改 築 等 ）
住宅借入金等特別控除

政党等寄付金特別控除

住宅耐震改修特別控除

電子証明書等特別控除

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
～○
19

20

○
～○
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

差 引 所 得 税 額
（○－○－○－○－○－○－○）40393837363534

災害減免額、外国税額控除

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額
（○ － ○ － ○ － ○）41 42 43 44

予 定 納 税 額
（第１期分･第２期分）

第３期分
の 税 額
（○ ○）45 46－

納める税金

還付される税金

41○
○
～○
42

43

44

45

46

47

48

○
○
○
○
○

○ 修正申告によって異動した事項
○ 所得金額に関する事項
所得の種類 種目・所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

円 円

異動の理由

○ 事業専従者に関する事項

氏 名
控
除
額
等

異動前

異動後

円

氏 名
控
除
額
等

異動前

異動後

円

○ 所得から差し引かれる金額に関する事項
所得控除の種類 所得控除額 異 動 の 理 由

円

○ 税金の計算に関する事項
税額控除等の種類 税額控除額等 異 動 の 理 由

円

○ 住民税・事業税に関する事項

住

民

税

事

業

税

配当に関する住民税の特例

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

円

非 課 税 所 得 な ど
番号 所得金額 円

円損益通算の特例適用
前 の 不 動 産 所 得
不動産所得から差し引い
た青色申告特別控除額

事業用資産の譲渡損失など

異動の理由

税 理 士
氏 名
電 話 番 号 － －（ ）
税理士法第30条の書面提出有 税理士法第33条の２の書面提出有

第
五
表
住○



平成 年分の所得税の修正申告書（別表）
住 所
又 は
事 業 所
事 務 所
居所など（ ）

フリガナ

氏 名

○ 修正前の課税額 （単位は円）

総
合
課
税
の
所
得
金
額

事

業

営 業 等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

雑

総合譲渡・一時

合 計
（○から○までの合計）１ ８

※

※

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寄 付 金 控 除

寡婦、寡夫控除

勤労学生、障害者控除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計
（○から○までの合計）12 26

税

金

の

計

算

課税さ

れる所

得金額

税 額

９○対応分

10○対 応 分

11○対 応 分

28○対 応 分

29○対 応 分

30○対 応 分

計（○＋○＋○）31 32 33

配 当 控 除

区
分

（ 特 定 増 改 築 等 ）
住宅借入金等特別控除

政党等寄付金特別控除

住宅耐震改修特別控除

電子証明書等特別控除

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
～○
19

20

○
～○
21

22

23

24

25

26

27

28

29
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

番 号

税

金

の

計

算

差 引 所 得 税 額
（○－○－○－○－○－○－○）40393837363534

災害減免額、外国税額控除

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額
（○ － ○ － ○ － ○）41 42 43 44

予 定 納 税 額
（第１期分･第２期分）

第３期分
の 税 額
（○ ○）45 46－

納める税金

還付される税金

41○
○
～○
42

43

44

45

46

47

48

○
○
○
○
○

○ 修正申告によって異動した事項
○ 所得金額に関する事項
所得の種類 種目・所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

円 円

異動の理由

○ 事業専従者に関する事項

氏 名
控
除
額
等

異動前

異動後

円

氏 名
控
除
額
等

異動前

異動後

円

○ 所得から差し引かれる金額に関する事項
所得控除の種類 所得控除額 異 動 の 理 由

円

○ 税金の計算に関する事項
税額控除等の種類 税額控除額等 異 動 の 理 由

円

○ 住民税・事業税に関する事項

住

民

税

事

業

税

配当に関する住民税の特例

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

円

非 課 税 所 得 な ど
番号 所得金額 円

円損益通算の特例適用
前 の 不 動 産 所 得
不動産所得から差し引い
た青色申告特別控除額

事業用資産の譲渡損失など

異動の理由

税 理 士
署 名 押 印
電 話 番 号 － －

印○（ ）
税理士法第30条の書面提出有 税理士法第33条の２の書面提出有

第
五
表

○
こ
の
用
紙
は
控
用
で
す
。



書き方とご注意
１ 修正申告書の作成に当たっては、修正前の課税額をこの申告書第五表（修正申告用・別表）に、修正
申告額を申告書Ｂ第一表に書いてください。

２ 分離課税の所得がある場合は、併せて申告書第三表（分離課税用）も使用します。
３ この申告書第五表（修正申告用・別表）の各欄は、次により書いてください。
（1）「平成□□年分の所得税の修正申告書（別表）」欄の□□に、修正申告の対象となる年分を書いてく

ださい。
（2）「修正前の課税額」の各欄は、修正申告書を提出する直前の申告書や更正・決定の通知書などから

該当する欄の金額を転記してください。
（注） 、 の各欄は、次の所得がある場合に、その所得の種類の略称とその所得金額を書いてくだ

さい。
なお、これらの所得が２つ以上ある場合は、アからカの順に書いてください。
また、アからカの所得が数多くあるなど 、 の欄に書ききれないときは、欄を融通して書

いてください。
ア
イ
ウ

エ

オ
カ

分離課税の土地建物等の短期譲渡所得があるときは「分離短期譲渡所得」
分離課税の土地建物等の長期譲渡所得があるときは「分離長期譲渡所得」
分離課税の株式等の事業所得、譲渡所得又は雑所得があるときは「株式等の分離事業所得」､

「株式等の分離譲渡所得」、「株式等の分離雑所得」
分離課税の先物取引の事業所得又は雑所得があるときは「先物取引の分離事業所得」､「先物

取引の分離雑所得」
山林所得があるときは「山林所得」
退職所得があるときは「退職所得」

（3）「修正申告によって異動した事項」の各欄は、修正申告によって異動したもののみを書き、併せて
その異動理由を書いてください。

４ 申告書Ｂ第一表の各欄は、次により書いてください。
（1）「平成□□年分の所得税の 申告書Ｂ」欄の□□に、修正申告の対象となる年分を書き、空白に

「修正」と書いてください。
（2）「種類」の欄の「修正」を○で囲んでください。
（3）「収入金額等」、「所得金額」、「所得から差し引かれる金額」、「税金の計算」及び「その他」

の各欄には、修正申告額を書いてください。
なお、「その他」の各欄は、修正申告によって各金額が異動した場合にだけ異動後の金額を書い

てください。
（4）「この申告書が修正申告書である場合」の「申告納税額の増加額」欄には、申告書Ｂ第一表の「申

告納税額」欄の金額からこの申告書第五表（修正申告用・別表）の「申告納税額」欄の金額を差し引
いた金額を書き、「第３期分の税額の増加額」欄には、申告書Ｂ第一表の「納める税金」欄又は「還
付される税金」欄の金額からこの申告書第五表（修正申告用・別表）の「納める税金」欄又は「還付さ
れる税金」欄の金額を差し引いた金額を書いてください。

５ 納付すべき税額は、修正申告書（申告書Ｂ第一表、申告書第五表（修正申告用・別表））を提出する
日までに納付してください。
また、納付すべき税額には、確定申告期限の翌日から納付する日まで延滞税がかかりますから、次

の「延滞税の計算方法」により計算して同時に納付してください。
なお、一時に納付が困難なときは、税務署にご相談ください。

◎ 延滞税の計算方法

○ ○１０ １１

○ ○１０ １１

新たに納付す
べき本税の額

10,000円未満
の端数切捨て

×

延滞税の割合

7.3％（注）
×

期間（日数）

確定申告期限
の翌日から完
納の日まで

３６５
＝

延 滞 税 の 額

1 0 0 円 未 満 の

端 数 切 捨 て

（注）延滞税の割合は、年単位（1/1～12/31）で適用することとなります。
具体的には次のとおりです。
・修正申告書を提出した日の翌日から２月を経過する日まで … 年「7.3％」と「前年の11/30
の日本銀行が定める基準割引率＋４％」のいずれか低い割合

・修正申告書を提出した日の翌日から２月を経過した日以後 … 年「14.6％」
○ 本税の額が10,000円未満の場合には、延滞税は納付する必要はありません。
○ 延滞税の額が1,000円未満の場合には、納付する必要はありません。
○ 確定申告書を提出してから１年を経過する日後に修正申告書を提出する場合には、延滞税の計
算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますから税務署におたずねください。


